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第 14期北海道生涯学習審議会第６回センター部会 会議録 

 

１ 会議の概要 

（１） 日 時 令和２年１月 23日（木）10:00～11:30 

（２） 場 所 北海道立道民活動センタービル「かでる２・７」 ８階 創作実習室 

（３） 出席者 〈センター部会委員〉３名 

        〈事 務 局〉５名 

（４） 次 第 

ア 開会 

イ 挨拶 

ウ 協議 

(ｱ)第５回生涯学習審議会センター部会議事録について（報告） 

(ｲ)令和元年度 12 月末事業実施状況について（報告） 

(ｳ)令和２年度運営計画について（説明・協議） 

(ｴ)道民カレッジについて（報告） 

(ｵ)第 14 期センター部会の概要について（説明・協議） 

エ 閉会 

 

２ 発言要旨 

  

(1) 第５回生涯学習審議会センター部会議事録について（省略） 

  

(2) 令和元年度 12 月末事業実施状況について（報告） 

● 事務局 

  令和元年度 12 月末現在の事業実施状況について報告する。 

はじめに、「企画・研究相談」現時点で、昨年に比べ 21 件少ない。明らかな理由は１点、

昨年まで実施していたジュニア検定についての問い合わせがなくなったということ。 

自主研修団体の受入れと職員派遣事業の実績について、市町村からの依頼は７件減っている。社

会教育関係団体等への派遣については、道内を４ブロックに分けて実施している社会教育主事等研

修会には昨年までは、依頼されて派遣するという形をとっていた。今年度は、研修会自体を共催と

したため、依頼されて行くというわけではなくなったので、その分については全て減っている。ま

た、国・道教委等への派遣については、昨年度は国立青少年教育施設への調査に複数出席していた

というものがあったのですが、今年度はなかった。 

 次に、学習相談、家庭教育相談について。おおむね前年度並みに推移。 

 次に、学びの広場における展示等の活用の実績。こちらも例年同様の使われ方をしている。 

 次に、学習機会の提供、道民カレッジについて。主催講座のインターネット講座は、新たに大学

インターネット講座で２本、地域活動インターネット講座で２本の動画をアップして、それぞれに

ついて既にレポートの提出が始まっている。次に、地方創生塾について。今年度から新たに伊達市

と網走市が加わり、12月末現在で22回の開催された。 

それぞれの市町村での取組を紹介する。上士幌町は、北海道最大の気球大会が開催されているま

ち。そのような大会が開催されているにも関わらず、一般町民と熱気球関係者に物理的・精神的な

距離がある、このため、町内の子ども達と気球関係者が直接関わることのできるツールを作成する

ということで、企画を始めていた。今年度、大会エントリーチームに対して気球の情報が記載され

たカードを無料で配布して、一般参加者や子どもに名刺代わりに配ってもらうという企画を実施。

これにより、子ども達と気球のパイロットとの交流は増えたが、大人とパイロット、パイロットと

パイロットの交流も進み、来年も是非やってほしいという声があがっている。 
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苫前町では、地域の魅力を子ども達に伝えていくということが課題となっていて、苫前仕事フェ

スを開催し、地域の子ども達が地域の仕事について知ることができた。 

網走市は、高校生が地方創生に向けて自主的に活動することを目的として、今年度は、地元にあ

ります北方民族博物館まつりで豚汁を作って販売するという企画を高校生が考えて実施した。 

伊達市は大滝区で開催している。大滝区の課題としては12の地区が点在していて、高齢者の交流

も少ないことから、この地域の将来を考えた取組をしていこうということで、活動を始めている。 

 次に、教育メディアの利用促進について。貸出件数、貸出本数、貸出人数ともに減少していると

いう状態です。 

 最後に、道民カレッジの教材ライブラリーの教材一覧。今年度は、まちづくりに関するもの追加

している。 

 

〇 部会長 

   質問や意見を受け付ける。 

 

〇 委員 

   学習相談に関して、令和元年度の77件という相談状況の中で直接来館された数はどれくらいにな 

るのでしょうか。 

 

● 事務局 

   直接来館の学習相談は、ほとんどない。 

 

〇 委員 

   了 

 

〇 部会長 

   件数、57マイナスとなっているが、年度末の数字と比較しているということもあるので、この時 

期でいえばだいたい例年並みということか。 

 

● 事務局 

   少し少ない。 

 

〇 部会長 

   期間的には４分の３が終わったところの数字。その意味で言うと、家庭教育相談は、例年並みと 

いうこと。 

 

● 事務局 

   １日３件しか相談を受け入れられない。毎日３件入っている状態。 

 

〇 部会長 

   派遣事業が、昨年だと42件やっていたのが年末の時点で10件だからこれはかなり減っているとい 

うことか。つまり、今年度たまたまこういうことだったと理解すればよいのか、それとも減少して 

いるような傾向があるのか。 

 

● 事務局 

   減少傾向にある。 
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〇 部会長 

   つまり28年度、29年度の数字はこれよりも多かったということか。 

 

● 事務局 

   そのとおり。29年度の数字は出ていないが30年度でプラス９。 

 

〇 副部会長 

   ということは、29年は33件だった。 

 

● 事務局 

   分析はまだできていないが、国の委託事業で委員として参画させていただく回数が昨年と比べて 

減ったり、国の事業に関わる機会が減ったりした。団体からの派遣依頼ですとか、市町村からの派 

遣依頼というものもかなり減っているので、どこに原因があるのかというところは考えていかなく 

てはいけないと思っている。 

 

〇 部会長 

   推移を見守る必要がある。 

 

 

〇 副部会長 

   家庭教育相談は、どういう経緯でこれが入っているのか。生涯学習という観点からしたら、相談 

内容からしても生涯学習の底の底を支える意味はあると思うが、例えば児童相談所とか他の範疇に  

入るのもある。 

 

● 事務局 

   生涯学習としての家庭教育支援ではなくて、社会教育の別のグループの事業で行っているもの 

で、個別の相談部屋が確保できていて、距離的にセンターが近いので、学習相談員という人も居る  

ので、センターで担っている。あくまでも、社会教育の家庭教育の一貫という事業であるという押 

さえです。 

 

● 事務局 

   中身としては、児童相談所に行くまでもないが、気軽に相談できるというのがコンセプト。その 

家庭教育相談の中ででどうしても、児童相談所等に繋がなくてはならないものもでてくるので、そ 

ういうものはしかるべき所に繋ぐ役割を担っている。 

 

〇 副部会長 

 了 

 

● 事務局 

   相談者が固定化しているという課題もある。件数として多いが、常連さんばかり。だから道とし 

ての役割を担っているのか。札幌市の方が多いという課題がある。 

 

〇 副部会長 

   市町村でも市民相談とか町民相談等実施している。間口は広くとる、一役を担っていると言える。 
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〇 委員 

   毎日３件が埋まっているという状態の中で相談者が固定しているということは、一度も来れない 

人が出てきているということはないか。 

 

● 事務局 

   そういった状況ではない。 

 

● 事務局 

   １ヶ月半待ちになるとお伝えして、「わかりました」と電話を切られる方もいる。 

 

〇 委員 

   了 

 

〇 副部会長 

   お得意さんは嬉しいが、お得意さん固定化というのは道民カレッジも悩みといえば悩みである。 

 

〇 部会長 

   他になければ、報告について了承とする。 

続いて令和２年度の運営計画案について。 

 

● 事務局 

基本方針について、道立生涯学習推進センターは、本道における生涯学習振興の拠点施設として

市町村や高等教育機関及び産業外との連携を図りながら社会の進展や地域の要請に応える事業を

総合的に行い、道民の様々な学習が促進され、それらの活動が豊かに展開されるよう支援すること

となっている。この基本方針に基づいて次の５つの機能、調査研究、指導者の養成・研修、学習情

報の提供・相談、学習機会の提供、教育メディアの利用促進を有している。 

次に運営の重点。５つ示している。 

調査研究について。この調査研究は、３年かけて行うということで進めている。部会からも意見

をいただいた部分だが、来年が２年目となり、モデル事業を構築していくという段階となる。 

指導者の養成研修について。次年度行う主催事業は、昨年から増えているものが２点ある。ひと

つが地方創生塾、調査研究との関わりの関係で、これまでは道民カレッジの一主催講座として実施

していたものを当センター主催事業に位置づけて進めていくもの。もうひとつは、社会教育関係団 

体指導者研修会。本事業を始める背景は、団体によっては構成員が減ったり予算が減ったり、活

動が停滞気味になるという課題があり、センターで研修の機会を提供するとともに団体同士の繫が

りを作り団体が力を発揮しやすくなるように研修していただくというものを考えている。 

次に学習機会の提供、これは道民カレッジのこと。主催講座については、先ほどの地方創生塾が

抜けた関係で一減。これからもインターネット講座を充実させていく。 

 最後、教育メディアの利用促進、また今年度と変わりなく実施していきますが、貸出が減って

いるという状況がありまして、うちならではの、ここでしかない環境を作っていければいいと考え

ている。 

 

〇 部会長 

意見、質問を受け付ける。 

 

〇 副部会長 

新しく加わる地方創生塾の芦別と鷹栖の詳細な情報がほしい。 
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● 事務局 

芦別市、鷹栖町ともに高校生を中心とした地域づくりの展開を予定している。具体的な活動内容、

塾長の選定は次年度に入ってからとなるが、これまでの調査研究により、「聞き取り調査等による

地域の実情なニーズの把握」、「事業に関わる人との方向性の共有」、「継続性のある取組とする

ための工夫」、「振り返りの場の設定」、「テーマ設定の工夫」が事業を組み立てていく上で重要

な鍵となることがわかってきていますので、こういった要素を盛り込んでいく。 

 

〇 副部会長 

   了。 

教育メデイアの利用促進について、近年インターネットで動画が簡単に観れるようになったの

で、なかなか利用者が少ないという話だったが、このような講座型にせよ、事例提供型にせよ、い

わゆる昔の教育映画と言われているような類いのものは限界である。実際まちづくりをやっていて、

次の芦別市とかも自分たちのまちを一度振り返ってみるということが活動のスタートで、すごく大

事なところで、そういった観点から映像教材って宝の山がどこにあるかなっていつも思っていが、

北海道はかつてやった建設事業系の記録映画というのが相当数埋もれてある。これは道だけではな

くて、開発局にもある。最近はお金がなくて作っていないが、以前はちょっとした工事は記録映画

って必ず作っていた。最初は16ミリ、その後はVTRになって、作っている会社はHBCフレックスであ

ったり、STV系の札幌映像プロダクションといったとことに委託して、工事の予算の中で作ってい

た。それは、ほとんど日の目を見ることなく、とくに建設部とか、そういったとこに相当数埋まっ

ている。それを今見ると、昔こうだったんだねとか、今とだいぶ違うねというところから話をスタ

ートさせていって。相当古いものは、文書館の明治時代とか。旧北海道庁が作ったものとかが公開

されている。ちょうど昭和の時代、戦後のものが相当眠っている感じで、そういうのが見れるとま

ちづくりの時に使いたいと感じる。これは、インターネットには出ていないもの。ただ、版権の問

題があって、作ったはいいけど、使えない状態。そこはこういう公的に使う場合、配信しないとか

ね、図書館と同じ扱いで、そこは著作権法をクリアしていけると思う。今すぐに公開してほしいと

いうことではないが、状況を知りたい。 

 

● 事務局 

   例えばまちの40年前の様子を皆で見てみようとか、そういう時に使えるということか。 

 

〇 副部会長 

   工事が主体の映像で、ダムがないところからダムが出来上がっている。今、当たり前にあるもの  

が実はそうではなかったという、その違いを認識するところからまちづくりで、新鮮な発想をスタ 

ートさせていく。かつての記録映画見るだけでも、学習機会の提供になる。 

 

〇 部会長 

   技術的なところになるが、例えばライブラリーでそういったものを収蔵するということになる 

と、どういう段取りになるのか。16ミリのものをライブラリーに入れたいとなると、技術的に可能 

なんですか。 

 

● 事務局 

   かつて道立図書館でやっていた。 

 

〇 委員 

   確か制作者の許可が必要で、それが複雑だと聞いている。 
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〇 副部会長 

   その通り。技術的にはテレシネっていう装置があって、お金さえかければいくらでも出来る。放 

送局にもテレシネの装置はある。道立図書館にもあるので、変換することは可能。一番楽なのは、

そこに映しておいて、それをカメラで映すのが一番簡単なテレシネ。そこまでのクオリティが求め

られるものではないので。ただ、権利がどうなっているのかというところから調べていただかない

と、一朝一夕でできるものではない。気に留めておいていただけたら良い。 

 

● 事務局 

   建設部などに問い合わせてみる。 

 

〇 副部会長 

   農政と建設。 

 

〇 部会長 

   例えば、センターとして権利のこともクリアして所蔵していくということは可能性はあるという 

ことか。 

 

● 事務局 

   例えば建設部や農政部から借りて、それをDVDなりに編集をして収蔵をするといのは、予算的に 

かなり困難だと思う。それも全道くまなくとなると、かなりの本数になると思う。そうなると、そ   

ういったものがありますのでという仲介くらいはもしかしたら出来るかもしれない。 

 

〇 副部会長 

   貸出でも16ミリ貸し出されても見ることが出来ない。まず状況を調べてもらって、教育に期待す 

るのは、著作権がある程度フリーという立場に立てるということ。これは普通の公的ではないとこ  

ろだと、著作権の問題が入ってくるが、図書館とか学校に関しては適応除外の項目があるので、そ  

こに期待をしている。 

 

〇 部会長 

   先ほどの報告で、視聴覚教材の貸出状況があり、それを踏まえて提案をいただいた。このまま、   

減少傾向でいくとよくないので、ある種の先行投資ではないが、どういうところに教材ライブラリ 

ーの仕組みが活かせるのかというのを探索していくことが必要かもしれない。非常に重要なご指摘 

だった。 

 

〇 副部会長 

   実際、お金がかかる話だが、そういうのは放送局とかと協賛というか、北海道全体の民放で10  

  本づつお願いしますというやり方もあるかもしれないし、太陽財団で北海道の遺産に該当するので、  

そういうやり方もあるかもしれない。そういうことをやりたいっていうNPOや非営利団体を募集し

て、そこに財団と組ませてやらせるとか。道が直接やると色々なやり方があると思う。たまたま今、

炭鉄港でHBCフレックスにリストまでは整理してもらったので、さてこれからどうやって使ってい

こうかという所。道でも是非、調べるところからスタートしてみてほしい。 

 

● 事務局 

   貴重な情報に感謝。 
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〇 部会長 

   他にないか。 

道民カレッジの地域活動実践講座というのが、最近どんな感じになっているのか知りたい。とい

うのは、少し前にコースや学科の改革をやった時に少し主催講座の位置づけが変わって、それで今

回、地方創生塾が道民カレッジの主催講座ではなくなって、センターが主催することになるという

ことで、主催講座がインターネットで実施するものと地域活動実践講座の２本になるということな

ので、地域活動実践講座が重要になってくるのかなという気もした。主催講座のこれからの在り方

というのも含めて聞いておきたい。 

 

● 事務局 

   今年の地域活動実践講座は、帯広で実施。元はカレッジ生で、現在は自分で連携講座を作ってい 

るという方が講師となって行った。 

 

〇 部会長 

   そういう経験を共有していただくというのは、大変貴重だと思う。ただそれは、道民カレッジの

中ではカレッジ生交流会という位置づけなのかなと思うので、この先、主催講座というのをどう考

えていったらよいのか。これはいずれは、様々な連携講座の集まりというか、そういうものをネッ

トワークにしてくのが道民カレッジの正体なんだという方向にシフトしていくのか、それとも活動

に活かせる学びという、そういう軸をもう少し強調していくような形で新しい企画というのを探っ

ていくということなのかについて、もしお考えがあれば、お聞きしたい。 

 

● 事務局 

   先ほどの地域活動実践講座の部分でいくと、今年変えたのが札幌で開催していたのを地方開催に 

して地方の道民カレッジ生を増やしたり、道民カレッジの存在を知っていただく目的での地方開を

進めたという経緯がある。道民カレッジで批判されるところが、道民カレッジといっても、札幌近

郊だけで、地方できちんとやっていないということ。これを解消するために主催講座の地方開催と

いう形をとっている。先生の質問の答えになっていないかもしれないが、地域活動実践講座で一人

にスポットをあてて、それを映像で撮って地域活動インターネット講座も作成すると考えていたが、

委託業者と意思疎通が図れず、地域活動実践講座は地域活動実践講座、インターネット講座はイン

ターネット講座という作りになってはしまった、引き続きやっていくためには地方に目を向けて進

めていきたいとは考えている。委員ご指摘の、連携講座を充実させネットワークを広げていくとい

うことはもちろん考えているので、あくまでも生涯学習の基盤整備としての側面というものは続け

ていきたい。 

 

〇 部会長 

   了 

 

〇 委員 

今のお話と離れてしまうが、予算の説明はなかったが、運営費を減らして研修事業費を増やし

ていることについて、どういう考えに拠るものか。また、どういった費用で調整されているのか差

し支えなければ伺いたい。 

 

● 事務局 

主な理由としては、総体の金額を減らせという指示がでているため、運営費は節約している。

研修事業で増えた部分というのは、地方創生塾を直営にやるという形にしていますので、下のカレ

ッジの予算からセンターの研修費のほうに持ってきたので数字が増えているという形になる。学習
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情報相談・提供の部分は、学習相談員を雇う経費がこの中に入っていて、来年度から任用する形態

が会計年度職員任用制度というのに制度が移行して、新たに支給しなければならない手当の数等が

増えている。予算を確保して事業を充実させる意味合いではなく、制度変更に伴うもの。どうして

も払わなくてはならないものが増えたので、センターのところは減らすところは減らしているとい

う状況。 

 

〇 委員 

   了 

 

〇 部会長 

   説明された内容で了承。 

議事の４、事務局から、お願いいたします。 

 

● 事務局 

これまでカレッジの方向性について検討していただいて、現在までどういう動きがあって今後

どうなるのかという報告を行う。まず変更点について確認する、上にまるで示した３点になります。

１点目が必修単位をなくす、称号は学科毎に授与する、実施状況報告書と新規団体登録書をウェブ

上で行えるようにするということ。これらについては今年10月のシステム変更にあわせて実施して

いきます。今後の予定としましては、必修単位の廃止、称号の変更というのは、令和２年度は周知

期間で令和３年度からは新しい仕組みで行われることを周知していく期間とする。同じようにウェ

ブ上で登録・申請するシステムについては10月から稼働するが、令和２年の間を周知期間とし、令

和３年の４月から完全実施と考えて準備を進めている。    

もう一点、前回のセンター部会で議会議論について報告した。その後の動きについて報告する。

リカレント教育について議論になり、知事部局でやっている高等技術専門学院等の専門的な教育機

関、と連携して資格取得につながるリカレント教育を進めていくと答弁した。その後、経済部のジ

ョブカフェでいくつか新規就業に向けて講座があり、それを連携講座に位置づけてもらうところま

で進んでいます。その他の学校についても、そういった機会がないかということで探してはいるが、

すぐに連携講座にできるものはなかった。農政で実施している新規就農者向けの連続講座は、国か

らの予算が決まってから始まるということで、今年度につきましても９月くらいから順次始まって

いくという講座であった。令和２年度については農政部では実施の方向で考えているとのこと。 

次に、欠席された日浅委員からいただいた意見について。「道民カレッジ事業の単位取得の方

法の変更が示されている。かねてから単位の取得方法がわかりづらいという指摘があったと記憶し

ておりますので、変更によって改善されることと思う。ただ気になったのが、学士・修士・博士と

いう称号です。これはいわゆる大学で認められる学位とは違うとわたしは認識している。だとする

と、学士・修士・博士というのは誤解や混乱を招くのではないかと思う。このあたり、大学経営な

どに携わっている先生の御意見も伺いたいところ。学習を継続し、単位を積み重ねることをたたえ

るための３つの称号があることは賛成。単位取得変更を行うこの機会に称号についての検討をされ

てはいかがかと思う。」という意見。これについて事務局からでは、次のように考えている。道民

カレッジが始まった当初は、大学を模して始めたという経緯があり、こういった名称が使われたが、

得られる称号は一般的な学位ではなく、称号であるというのを明記して道民カレッジ学士、道民カ

レッジ修士、道民カレッジ博士であり、学位とは区別して使ってきた。道民カレッジの事務局によ

りますと、これまで誤解や混乱はなかった。このため、慣れ親しんできた称号をこれからも使って

いきたいなと考えているところ。 

 

〇 部会長 

意見、質問はがあればお願いする。委員から非常に重要なご指摘をいただいているので、この
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点についても意見があればお願いする。 

 

〇 副部会長 

サムライ資格というものを勝手に使っていいのかという指摘。例えば温泉法で温泉って言えるの

は温泉法上認められたところでしかなくて、温泉でもないのに温泉と名乗れるのは高砂温泉くらい。

それは温泉法が出来る前から名乗っていたため。通常、勝手に名乗ってはいけないっていうのが、

それぞれの法の中で決められている。道民カレッジを受けてる皆さんは大学に行きたかったけど行

けなかったみたいな方もたくさんいて、こういう名前に対するあこがれもある。学校教育法なのか

大学の設置基準なのかは不明だが、それだけはチェックしておく必要がある。サムライ資格は勝手

に名乗っちゃいけないって、それぞれの法で決められているよ。そうじゃなかったら、類似するも

のが出てきてしまうので、勝手に使うと罰せられるものがある。 

あとひとつ、連携講座で色々探していただいているが、道の講習所系、鹿部の漁業講習所とか

浜のお母さん方に講習している。連携講座にできると考える。まだ掘り起こしていない研究成果

公表型のものも十分要素はあるのかなと思う。 

 

● 事務局 

   ご意見、承った。 

 

〇 委員 

   今回の見直しで、すっきりしたと思う。実施状況の報告書、新規登録をウェブ上で行えるように  

なり、これが進めば連携講座も増えるなど、良い方向へ進むと思う。 

 

〇 部会長 

   欠席した委員にご指摘いただいた分は、そういうことが許されているのか確認し、正式な「道民 

カレッジ学士」なり、省略しないで使うと間違いが無い。 

 

● 事務局 

   承った。 

 

〇 部会長 

   議事の５、生涯学習審議会に向けて説明資料を準備している。 

 

● 事務局 

 この資料を生涯学習審議会で配付する。三上部会長から大まかに説明をし、詳しいところは事務

局の私から追加の説明をする。追加の説明をするポイントについては、資料中に、「意見」となっ

ているところを、詳しい説明を追加します。例えば第４回の「調査研究について」の期間について、

「これまでは２年でやっていることが多く、モデルプランを作って終わっていたが、それをモデル

プランで終わらせずに３年目に実施をし、その成果をもって評価とするというのが良いのではない

かという意見をいただいた。」という形の報告を考えている。また、市民の参画については、「こ

ういったものは人数ではない部分で評価していいくことが大切だと意見をいただいた。」という報

告を考えている。 

 

〇 部会長 

   特に意見がなければ、本日の議題は全て終了。 


